
����������
◆
筑
後
市
下
水
道
事
業
区
域
外

流
入
分
担
金
条
例
制
定
に
つ
い

て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
公
共
下
水
道
の
計
画
区
域
に

隣
接
す
る
「
区
域
外
」
か
ら
の

接
続
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、

分
担
金
を
徴
収
す
る
た
め
の
条

例
制
定
で
す
。�

�����

◆
平
成
19
年
度
筑
後
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
一
般
会
計
を
６
，
９
２
２
万
２
，

０
０
０
円
増
額
す
る
も
の
で
、
各

中
学
校
区
ご
と
に
地
域
密
着
型
の

介
護
事
業
所
（
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
・
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
所
）
を
昨
年
度

に
引
き
続
き
公
募
に
よ
り
整
備�

������

す
る
た
め
の
補
助
金
や
、
県
教

育
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
市�

内
小
学
校
１
校
に
「
生
徒
指
導�

推
進
協
力
員
」
を
配
置
し
て
調

査
研
究
を
行
う
事
業
等
で
す
。�

�

◆
平
成
19
年
度
老
人
保
健
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
18
年
度
分
の
補
助
金
・
交
付

金
が
確
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、

超
過
交
付
分
１
２
８
万
１
，
０�

０
０
円
を
返
還
す
る
も
の
で
す
。�

�����

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
開
発
行
為
に
よ
る
分
譲
住
宅

地
（
２
ケ
所
）
内
に
設
置
さ
れ

た
道
路
を
市
道
と
し
て
認
定
す

る
も
の
で
す
。�

����

����

◆
教
育
予
算
の
確
保
と
充
実
を

求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て�

　﹇
撤
回
﹈�

　�◆
国
の
雇
用
対
策
の
充
実
に
関

す
る
意
見
書
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
国
が
責
任
を
も
っ
て
地
方
自

治
体
な
ど
と
も
連
携
し
て
実
効

あ
る
雇
用
対
策
を
実
施
す
る
よ

う
、
国
の
行
政
体
制
の
強
化
と

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
求
め
る
も

の
で
す
。�

�����

　
今
議
会
で
は
２
つ
の
選
挙
が

行
わ
れ
ま
し
た
。�

�

◆
筑
後
市
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
な
ら
び
に
補
充
員
の
選
挙
に

つ
い
て�

﹇
選
挙
﹈�

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
は
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

４
人
と
、
委
員
が
欠
け
た
と
き

の
た
め
の
補
充
員
４
人
を
選
挙

し
ま
す
。
選
挙
の
結
果
、
選
挙

管
理
委
員
会
委
員
に
塚
本
弐
郎

氏
、林
田
悟
氏
、緒
方
正
典
氏
、�

永
田
次
男
氏
。
ほ
か
に
補
充
員

４
人
が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。�

◆
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て�

﹇
選
挙
﹈�

　
今
年
の
３
月
議
会
で
可
決
し

た
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
に
基
づ
く
選
挙
で

す
。
連
合
議
会
議
員
は
同
規
約

に
よ
り
議
員
と
市
長
の
う
ち
か

ら
１
人
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

選
挙
に
あ
た
っ
て
は
市
長
は
選

挙
権
（
投
票
権
）
を
有
し
ま
せ

ん
。
選
挙
の
結
果
、
筑
後
市
で

は
桑
野
照
史
市
長
が
当
選
さ
れ

ま
し
た
。�

�����

◆
下
水
道
事
業
調
査
対
策
特
別

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て�

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈�

　
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、

前
議
会
に
お
い
て
も
特
別
委
員

会
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
議
会
に
お
い
て
も
設
置
す
る

こ
と
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。�

��

（2007.8.1）�
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会
期
日
程
�

８
日
　
 
開
会
・
会
期
の
決
定
�

　
　
　
 
諸
般
の
報
告
・
議
案

　
　
　
 
上
程
・
提
案
理
由
説

　
　
　
 
明
�

９
日
〜
10
日
 
休
会（
土
　

・　
日
）

11
日
〜
12
日
 
考
案
日
�

13
日
〜
15
日
　
一
般
質
問
�

16
日
〜
17
日
 
休
会（
土
　

・　
日
）�

18
日
〜
19
日
 
考
案
日
�

20
日
 
　
永
年
勤
続
議
員
表
彰

　
　
　
　
伝
達
・
議
案
質
疑
・

　
　
　
　
諸
般
の
報
告
質
疑
・

　
　
　
　
議
案
委
員
会
付
託
・

　
　
　
　
陳
情
書
委
員
会
送
付
�

21
日
　
 
考
案
日
�

22
日
 
 
意
見
書
質
疑
応
答
・

　
　
　
　
意
見
書
委
員
会
付
託
・
�

　
　
　
　
常
任
委
員
会
付
議
案

　
　
　
　
件
審
査
�

23
日
〜
24
日
 
休
会（
土
　

・　
日
）

25
日
　
 
考
案
日
�

26
日
 
　
意
見
書
の
撤
回
・
委

　
　
　
　
員
会
審
査
報
告
・
特

　
　
　
　
別
委
員
会
委
員
の
選

　
　
　
　
任
・
議
案
討
論
採
決
�

　
　
　
　
閉
会
中
の
継
続
審
査

　
　
　
　
に
つ
い
て
・
会
議
録

　
　
　
　
署
名
議
員
指
名
・
閉

　
　
　
　
会
�

�

平
成
19
年
第
３
回
定
例
会（
６
月
定
例
会
）は
、６
月
８
日

に
招
集
さ
れ
、６
月
26
日
ま
で
の
19
日
間
の
会
期
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。�

本
定
例
会
で
は
、６
議
案
が
可
決
成
立
し
ま
し
た
。�

意
見
書
案
２
件
の
う
ち
１
件
は
撤
回
さ
れ
ま
し
た
。�

�


